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　足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税の課税（基準法人税額
×10％）が１年前倒しで廃止されます。
　また、復興特別法人税廃止後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額
は、利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除されます。なお、
復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額は還付されます。

《制度の概要》

適用時期

　復興特別法人税は、平成24年４月１日から平成26年３月31日までの間に開始する各事業年度までで廃
止されます。

Ⅰ 法人税関係
１ 復興特別法人税の１年前倒し廃止

税率

30％
4.5％引下げ 4.5％引下げ2％程度低下

付加税10％

○法人税率（国税分）

○中小企業の軽減税率

28.05％

25.5％

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

1年前倒し

…

税率

18％
3％引下げ 3％引下げ1.5％低下

付加税10％
16.5％

15％

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

1年前倒し

…




